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国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）

は
、前
年
所
得
に
よ
る「
所
得
割

額
」、国
保
加
入
者
の
人
数
に
応
じ

た「
均
等
割
額
」、加
入
世
帯
に
対

し
て
係
る「
平
等
割
額
」の
3
つ
の

項
目
の
合
計
額
で
す
。

■
課
税
限
度
額
の
変
更

　
国
保
税
の
課
税
限
度
額
は
、

1
0
2
万
円（
介
護
保
険
料
対
象

外
の
世
帯
は
85
万
円
）で
し
た

が
、令
和
5
年
度
か
ら
1
0
4
万

円（
介
護
保
険
料
対
象
外
の
世
帯

は
87
万
円
）に
変
更
と
な
り
ま
す
。

■
低
所
得
者
に
係
る
国
保
税
軽
減

　
令
和
5
年
度
か
ら
軽
減
対
象
範

囲
が
変
更
と
な
り
ま
す
。軽
減
判
定

所
得
は
、世
帯
主
と
被
保
険
者
全
員

の
合
計
額
で
す
。世
帯
主
が
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合

も
含
み
ま
す（
表
1
）。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
保

険
料
）は
、75
歳（
一
定
の
障
が
い
が

あ
る
と
認
定
さ
れ
た
と
き
は
65
歳
）

以
上
の
人
が
加
入
す
る
高
齢
者
の

医
療
制
度
で
す
。保
険
料
は
、一
人

一
人
が
均
等
に
負
担
す
る「
均
等

割
額
」と
前
年
所
得
に
よ
る「
所
得

割
額
」の
合
計
額
で
す
。

■
低
所
得
者
に
係
る
保
険
料
軽
減

　
令
和
5
年
度
か
ら
軽
減
対
象
範

囲
が
変
更
と
な
り
ま
す
。軽
減
判

定
所
得
は
、4
月
1
日
現
在
の
世

帯
主
と
被
保
険
者
の
合
計
額
で

す
。世
帯
主
が
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
も

含
み
ま
す（
表
2
）。

介
護
保
険
料

　
介
護
保
険
料
は
、介
護
が
必
要
に

な
っ
た
と
き
、誰
も
が
安
心
し
て
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
、皆
さ
ん
で
支
え
合
う
制
度
で
す
。

保
険
料
は
、65
歳
以
上（
第
1
号
被

保
険
者
）の
人
は
、基
準
額
を
基
に

所
得
段
階
別
に
決
め
ら
れ
て
い
ま

す
。40
歳
か
ら
64
歳
ま
で（
第
2
号

■表3　介護保険料基準額(昨年度からの変更点はなし)
段階 対象者 保険料率 保険料年額

第1段階

世帯全員
が住民税
非課税

・生活保護を受給している人
・老齢福祉年金を受給している人
・本人の課税年金収入額＋合計所得金額が80万
円以下の人

基準額×0.3 22,900円

第2段階 本人の課税年金収入額＋合計所得金額が80
万円を超え120万円以下の人 基準額×0.5 38,200円

第3段階 本人の課税年金収入額＋合計所得金額が
120万円を超える人 基準額×0.7 53,500円

第4段階 本人が
住民税
非課税

本人の課税年金収入額＋合計所得金額が80
万円以下の人 基準額×0.9 68,700円

第5段階
【基準】

本人の課税年金収入額＋合計所得金額が80
万円を超える人 基準額×1.0 76,400円

第6段階

本人が
住民税
課税

合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 91,700円

第7段階 合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.3 99,300円

第8段階 合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 114,600円

第9段階 合計所得金額が320万円以上の人 基準額×1.7 129,900円
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被
保
険
者
）の
人
で
、国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
場
合
は
、国

民
健
康
保
険
税
の
中
に
含
め
て
国

民
健
康
保
険
税
と
し
て
世
帯
主
が

納
め
ま
す
。ま
た
、職
場
の
医
療
保

※保険料は基準月額(6,370円)×12月×保険料率(100円未満切り捨て)です。

地域 日程 場所 実施する健（検）診

古川

7月3日㈪～6日㈭ 古川保健福祉プラザ（fプラザ）

結核・肺がん、胃がん、大腸がん

7月7日㈮ 旧清滝小学校体育館
7月11日㈫・12日㈬ 敷玉地区公民館
7月13日㈭・14日㈮ 東大崎地区公民館
7月21日㈮、24日㈪
～27日㈭ 古川保健福祉プラザ（fプラザ）

7月28日㈮ 旧高倉小学校体育館
7月4日㈫・5日㈬ 長岡地区公民館

特定健康診査・健康診査、肝炎ウイルス、骨粗しょう
症、前立腺がん、歯と歯肉の相談

7月6日㈭・7日㈮ 宮沢地区公民館
7月11日㈫・12日㈬ 古川南部コミュニティセンター
7月13日㈭・14日㈮ 西古川地区公民館
7月20日㈭・21日㈮ 敷玉地区公民館
7月28日㈮ 旧清滝小学校体育館
7月31日㈪ 古川保健福祉プラザ（fプラザ）

鳴子温泉

7月5日㈬ 鬼首基幹集落センター

特定健康診査・健康診査、結核・肺がん、胃がん、大腸が
ん、肝炎ウイルス、骨粗しょう症、前立腺がん、歯と歯肉
の相談

7月6日㈭・7日㈮ 川渡地区公民館
7月8日㈯
7月10日㈪・11日㈫ 鳴子スポーツセンター

7月12日㈬ 中山コミュニティセンター

岩出山 7月27日㈭～29日㈯
7月31日㈪

岩出山文化会館(スコーレハ
ウス )

地域 日程 受付時間 場所

鹿島台 7月19日㈬～21日㈮

8:30 ～ 9:00
9:30 ～10:00
12:30 ～13:30

鹿島台保健セン
ター

田尻
7月24日㈪

大貫地区公民館
※受け付けは10：
　00まで

7月25日㈫・26日㈬ 田尻スキップセン
ター

　
申
し
込
み
を
し
た
人
に
、各
種
健

診
の
受
診
票
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
申
し
込
み
を
し
て
い
な
い
人
で

も
受
診
で
き
ま
す
の
で
、詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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5集団検診（乳がん検診）
地域 日程 受付時間 場所

三本木 7月19日㈬～21日㈮
8:30 ～ 9:00
9:30 ～10:00
12:30 ～13:30

三本木保健福祉
センター

1個別健診（成人歯科健診）

6集団健診（内容は日程により異なります）
受付時間（全日程）：7時30分～10時30分

日程 場所
6月15日㈭～10月31日㈫ 健診実施医療機関

4集団検診（子宮頸がん検診）

日程 受付時間 場所 持ち物

7月15日㈯ 9:00 ～12：
00

ザ・ビッグ鹿島台店(鹿島台木
間塚字小谷地295-1) 正面入口

受診料、検
査容器

3出張がん検診(大腸がん検診)

2個別検診(子宮頸がん検診)

日程 場所
7月1日㈯～11月30日㈭ 検診実施医療機関

 ▲市ウェブサイト

■表1　国民健康保険税の軽減判定所得額（下線部が変更点）
軽減
割合 世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額

7割 43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）を超えない世帯

5割 43万円＋29万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）＋
10 万円×（給与所得者等の数－1）を超えない世帯

2割 43万円＋53万5,000円×（被保険者数＋特定同一世帯所属
者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）を超えない世帯

■表2　後期高齢者医療保険の軽減判定所得（下線部が変更点）
軽減
割合 世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額

7割 43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下の世帯

5割 43万円＋（29万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者
等の数－1）以下の世帯

2割 43万円＋（53万5,000円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与
所得者等の第1段階数－1）以下の世帯

険
制
度
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、

医
療
保
険
ご
と
に
設
定
さ
れ
る
介

護
保
険
料
率
と
給
与
に
応
じ
て
決

め
ら
れ
、給
与
か
ら
徴
収
さ
れ
ま

す
。（
表
3
）　

※各保険料(税)の通知書は、7月中旬に送付します。年金から引き落としの人は、8月上旬に送付します。
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